
令和２年度 

国庫補助金 重要文化財美術工芸品「菅茶山関係資料」修理事業概要 

 

１ 事業対象の文化財の概要 

  重要文化財「菅茶山関係資料」（所有者：広島県） 平成 26 年 8 月 21 日指定 

  点数：5,369 点（著述稿本類，文書・記録類，書画類，書状類，典籍類，絵図・地図類，器物類） 

 

２ 事業目的 

  備後国安那郡川北村（福山市神辺町）の儒学者，教育者，漢詩人であった菅茶山（1748～1827）に

関わる資料である「菅茶山関係資料」5,369 点について，保存と活用を図るために，特に傷みのある資

料から，保存修理を行う。 

 

３ 全体の事業期間 

  令和２年度は，第２期５か年計画の第１年目に当たる。 

第２期５か年計画では，草稿（著述稿本類，文書・記録類）と第１期で修理未了の書画類を組み合

わせ，修理を行う。 

草稿は，菅茶山の思想や活動の根本を示す資料であり，第２期では優先的に修理をしていく予定で

ある。令和２年度は著述稿本類 16 点の修理を行った。 

 

４ 本年度総事業費及び交付決定金額 

⑴ 収入の部   ⑵ 支出の部   

区   分 金  額 備考 区   分 金  額 備考 

所有者負担額 

円 

1,307,000 

 （項）修理費 

（目) 委託料 

 

円 

2,444,920 

 

 

国庫補助額 

 

1,307,000 

 （項）事務費 

（目）旅 費 

 (目) 需用費 

    

   165,590 

3,490  

 

合   計 2,614,000  合  計 2,614,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 本年度の修理事業の概要 

 全体の状況 

  ・本紙に経年による汚れ，シミが発生している。 

  ・虫損による本紙の欠失が確認できる。 

  ・取扱いに起因する皺，折れ等の損傷が見られる。 

  ・綴じ糸や紙縒りの外れや欠失が見られる。 

 

（1）〔黄葉夕陽村舎詩序跋目録〕（指定番号 著述稿本類１〔管理番号 G006-2-045〕） 

    【寸  法】縦 24.5 ㎝，横 18.1 ㎝ 

【現状と方針】 

・修理では，危険箇所のみの処置とし，皺伸ばしを行う。 

    ・本紙からはみ出す付箋が多数存在。これらは現状の折り返しを整えて収める。 

・折り返しても本紙から飛び出す付箋は，付箋に残る折れ線に従い折ることで，本紙から飛び

出さないようにする。 

    ・和紙製の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）〔菅茶山詩稿〕（指定番号 著述稿本類６〔管理番号 G007-133〕） 

      【寸  法】 縦 24.8 ㎝，横 17.3 ㎝ 

    【現状と方針】 

     ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

     ・修理前は，輪の部分で糸綴じがされており，閲覧が難しい状態であった。そのため，本来

綴じが行われていたノド部分に紙縒りで綴じを行うことにした。 

・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

 

 

 

 

 折り返しても本紙から飛び出す付箋は，付箋に残る折れ線に従って織り込む。 

 修理前の輪の部分で糸綴じがされた状態。（赤丸部分は本来の綴じ穴） 



（3）金粟園集五言律詩（指定番号 著述稿本類７〔管理番号 G006-1-017〕） 

   【寸  法】縦 24.7 ㎝，横 17.0 ㎝ 

   【現状と方針】 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・修理前の状態では，綴じが欠失していた。綴じ穴が確認できたため，新調した紙縒りで綴じ

を行う。 

 ・１丁目の付箋がずれて貼られていた。本来貼られていた位置に糊痕がはっきり残っているた

め，それに従い元の位置に戻す。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

（4）金粟園集七言律詩（指定番号 著述稿本類８〔管理番号 G006-1-018〕） 

【寸  法】縦 24.7 ㎝，横 17.4 ㎝ 

   【現状と方針】 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・二か所綴じだが，修理前の状態では一か所にのみ綴じが残っていた。残った綴じにある紙縒

りも損傷しているため，紙縒りは新調し，欠失した箇所にも取り付ける。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

（5）金粟園集（指定番号 著述稿本類９〔管理番号 G009-059〕） 

【寸  法】縦 24.7 ㎝，横 17.0 ㎝ 

   【現状と方針】 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・紙縒りを新調する。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

（6）金粟園集（指定番号 著述稿本類 10〔管理番号 G009-062〕） 

【寸  法】縦 25.0 ㎝，横 17.7 ㎝ 

   【現状と方針】 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・表紙の丈が，本紙より 1.2cm 高くなっており，折れの原因となっていた。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 



（7）金粟園集（指定番号 著述稿本類 11〔管理番号 G009-063〕） 

【寸  法】縦 24.8 ㎝，横 17.8 ㎝ 

   【現状と方針】 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・二か所綴じだが，修理前の状態では一か所にのみ綴じが残っていた。残った綴じにある紙縒

りも損傷しているため，紙縒りは新調し，欠失した箇所にも取り付ける。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

（8）金粟園集（指定番号 著述稿本類 12〔管理番号 G009-064〕） 

【寸  法】縦 24.2 ㎝，横 17.5 ㎝ 

   【現状と方針】 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・本紙からはみ出す付箋が存在。補修を行い，現状の折り返しを整えて収める。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（9）金粟園集（指定番号 著述稿本類 13〔管理番号 G008-024〕） 

【寸  法】縦 24.5 ㎝，横 17.5 ㎝ 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・本紙に付着物があるため除去を行う。 

・本紙が薄くなっている箇所があるため補強を行う。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

 

 

 

 赤枠部分は本紙からはみ出す付箋 

 本紙の付着物 



（10）金粟園集（指定番号 著述稿本類 14〔管理番号 G006-2-089〕）  

【寸  法】縦 24.7 ㎝，横 17.3 ㎝ 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・二か所綴じだが，修理前の状態では一か所にのみ綴じが残っていた。残った綴じにある紙縒

りも損傷しているため，紙縒りは新調し，欠失した箇所にも取り付ける。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

（11）白沙翠竹村舎（指定番号 著述稿本類 15〔管理番号 G007-115〕） 

【寸  法】縦 26.2 ㎝，横 19.0 ㎝ 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・上部に飛び出しの付箋があり，剥落の危険が高いものについては補修を行った。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）〔菅茶山詩稿〕（指定番号 著述稿本類 16〔管理番号 I024-118〕） 

【寸  法】縦 24.9 ㎝，横 629.4 ㎝ 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・修理前の状態は，ロール状になっているものをそのまま中性紙の封筒に入れており，出し入

れの際に資料を傷つける可能性があった。 

    ・上部に飛び出しの付箋があり，剥落の危険があったため，本紙内に折り込む形で修理を行う。 

 ・収納箱，覆い表紙，紐，紙管を新調する。 

 

 

 

 

 

 

 

 飛び出しの付箋 

 検討の様子  紙管に巻く形で収納する 



（13）菅茶山樵響癸卯甲辰（指定番号 著述稿本類 17〔管理番号 G009-007〕） 

【寸  法】縦 26.0 ㎝，横 18.8 ㎝ 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・本紙に付着物があるため除去を行う。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14）金粟園詩稿（指定番号 著述稿本類 18〔管理番号 G009-014〕） 

【寸  法】縦 26.0 ㎝，横 18.6 ㎝ 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・表紙袋の中に断簡を確認。調査の結果，２丁目に貼られていた付箋であることが判明した。

当該の部分に付箋を貼り，折り返すことで修理を行う。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15）〔菅茶山詩稿〕（指定番号 著述稿本類 92〔管理番号 G007-059〕） 

【寸  法】縦 27.9 ㎝，横 20.1 ㎝ 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

    ・不明断片を確認。中性紙封筒に入れ，別置する。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

 

 

 本紙の付着物 

 断簡は本来，写真の通りに貼られていたことが判明。 

 不明断片 



（16）〔秋日雑詠断簡〕（指定番号 著述稿本類 93〔管理番号 G006-1-075〕） 

【寸  法】縦 24.5 ㎝，横 34.5 ㎝ 

    ・修理では，クリーニング，皺伸ばし，補修を行う。 

 ・和紙の収納カバーを新調し，資料を挟むことで本紙を保護する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業は，文化庁美術工芸品重要文化財修理事業国庫補助金の交付を受けて実施されています。 

Supprted by the Agency for Cultural Affairs.Government of Japan in the fiscal 2020 


